
R1.7.10 江南区子どもを犯罪から守る安心・安全対策連携会議資料

江南区教育支援センター

「登下校防犯プラン」（H30.6.22 文部科学省通知）における 

教育委員会の取組み 

【平成３０年度】 

○（６月～８月）緊急合同総点検会議の実施（各小学校）

 ・学校、保護者、見守りボランティア団体、警察、行政など

 ・児童の見守りに関係する団体が一堂に会し情報共有、情報交換

○（夏休み中）保護者と児童が通学路を実際に歩くことにより点検を実施

○（９月）合同総点検

 ・夏休みまでの点検を受け、通学路の再点検と危険個所の現地確認

 ・小学校区安全マップの作成と関係者への配布

【令和元年度】 

○登下校防犯プランにおける取組項目

「１ 地域における連携の強化」

 ・防犯対策に関する「地域の連携の場」を年１回設定（12 月末まで）

期日 学校名 時間 教委参加者

4 月 15 日（月） 亀田小学校 13:00～ 学校支援課

7 月 10 日（水） 横越小学校 19:00～ 学校支援課

8 月 6 日（火） 曽野木小学校 14:00～ 支援センター

8 月 30 日（金）
東曽野木小学校 10:00～ 支援センター

亀田東小学校 18:30～ 学校支援課

9 月 4 日（水） 丸山小学校 14:30～ 支援センター

9 月 9 日（月） 大淵小学校 14:45～ 支援センター

10 月 8 日（火） 早通小学校 15:00～ 支援センター

10 月 18 日（金） 亀田西小学校 14:30～ 支援センター

11 月 29 日（金） 両川小学校 11:30～ 支援センター

 ・昨年度実施した合同総点検の結果と対応状況などの確認や安全マップへの追記など

「３ 不審者情報等の共有及び迅速な対応」

 ・（学校開校時）「学校からの不審者情報の伝達イメージ」（資料）

 ・（学校閉校時）「学校閉校時（夜間・休日）における緊急時の対応と情報伝達の流れ」（資料）

○江南区内子ども見守り隊登録人数の比較（各年度 6 月現在）

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

233 人 295 人 308 人

○学校支援ボランティアの活動人数の比較

※登下校安全指導に携わった地域ボランティアの延べ人数（区内小学校１校当たり）

平成 29 年度 平成 30 年度 増加率

942 人 1,685 人 179.0% 
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